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１　基本事項の評価 【事務局採点】

（１）
専門能力
（資格等）

・管理者及び担当者が本業務に有効な専門能力（資格等）
を有しているか。
（事務局が客観的視点により採点）

10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10

（２） 業務の実績
・類似業務の実績を有しているか。

（事務局が客観的視点により採点）
20 4 4 4 4 4 20 12 12 12 12 12 60

（３）
専任性

（手持ち業務量）

・担当者が他の業務（案件）を担当せず、本件について専
任となっているか。
（事務局が客観的視点により採点）

10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10

40 8 8 8 8 8 40 16 16 16 16 16 80

満点 200 満点 200

平均 8.0 平均 16.0

２　企画提案の評価
（１）実施体制・危機管理体制について

ア
実施体制・危機管理体制・
業務スケジュールの的確性

・期間内に必要な業務遂行が十分に見込める人員体制になっているか
・講座での事故や個人情報取扱い等に関する安全対策及び危機管理体制は適切か
・明確な作業工程を設定し、実現性の高い計画的なスケジュールが組まれているか

20 12 16 16 12 16 72 16 12 12 12 12 64

（２）基本姿勢について

ア
港区の地域特性や観光ボランティアガイドの

役割等への理解度

・港区の地域特性を的確に捉えているか
・港区観光を取り巻く現状や課題の認識が的確か
・観光ボランティアガイドが担うべき役割や継続した活動のために必要な事項を理解している
か
・観光ボランティアガイドの人材育成においてめざす方向性は、事業目的や課題を捉えた内容
となっているか

30 18 24 24 18 18 102 30 24 24 30 30 138

（３）全体構成について

ア 講座内容の企画力
・港区の地域特性やボランティアの役割等を踏まえた講座内容が提案されているか
・育成講座（新規ガイド育成）・スキルアップ講座（既存ガイドのスキル向上）それぞれの目
的・対象に合ったレベルの内容で、講座全体のカリキュラムが構成されているか

30 18 18 18 24 24 102 24 24 24 18 24 114

イ 基本的なデジタルスキル獲得を
含めたガイド育成の視点

・講座カリキュラムの内容に応じて、オンライン形式の講義やデータでの資料提出等を取り入
れることで、今後のガイド活動において必須となる基本的なデジタル対応スキル（動画視聴・
資料のデータ提出等）の習得にもつながる構成となっているか
（オンライン形式の講義については、参集が必須でなく知識習得が目的の内容かつ必ず全員に
受講してもらいたい必須テーマで取り入れることがより望ましい）

20 12 12 12 20 16 72 12 12 8 8 8 48

（４）創意・工夫について

ア 円滑な講座運営能力
・受講生の参加意欲を高め、積極的な講座への参加を促す提案があるか
・デジタル対応を含め、観光客の多様なニーズに適応するガイド育成の工夫があるか
・活動している港区観光ボランティアガイドとの調整を図る工夫があるか

20 12 12 12 16 16 68 16 12 12 12 16 68

イ 独創性を発揮した講座運営
・講座の内容や企画等に独創性の高い内容が含まれているか
・既存の講座内容にとらわれない新規要素があるか
・独自のネットワークや強みを生かした運営調整となっているか

20 12 12 12 16 12 64 16 12 12 12 12 64

140 84 94 94 106 102 480 114 96 92 92 102 496

満点 700 満点 700

平均 96.0 平均 99.2

３　見積額の評価

（１） 見積価額
・参考事業規模に対する見積額により採点
（事務局が客観的視点により採点）

20 8 8 8 8 8 40 4 4 4 4 4 20

20 8 8 8 8 8 40 4 4 4 4 4 20

満点 100 満点 100

平均 8.0 平均 4.0

200 100 110 110 122 118 560 134 116 112 112 122 596

満点 1000 満点 1000

平均 112.0 平均 119.2

300

加点項目

区内事業者の場合に、事務局採点項目の配点（満
点）の合計５％を加点

事務局採
点配点
の5%

港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定、厚生労働省
次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）
第１３条の認定又は女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律（平成２７年法律第６４号）第９条若しくは第
１２条の認定を受けている事業者に、事務局採点項目の配
点（満点）の合計５％を加点
複数の認定を得ている場合はいずれかについて加点

事務局採
点配点
の5%

障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条に規定する法
定雇用障害者数以上の障害者雇用がある事業者に、事務局
採点項目の配点（満点）の合計５％を加点

事務局採
点配点
の5%

ISO14001の認証等に参加している又はMINATO再エネ100電力
利用事業者認定を受けている事業者に、一次審査合計点の
５％を加点
複数の認定を得ている場合はいずれかについて加点

事務局採
点配点
の5%

区と災害時における協定の締結がある場合又は区と災害時
における協定の締結がある団体の構成員である場合、一次
審査合計点の５％を加点

事務局採
点配点
の5%

環境配慮に対する評価

ワーク・ライフ・バランス推進の評
価

障害者雇用の評価

合計（小計①+②+③）

一次審査 小計①

一次審査 小計②

一次審査 小計③

区内事業者優遇

575 626

0該当しない 0 該当しない

港区観光ボランティアガイド育成支援業務委託　事業候補者選考　【一次審査結果】

該当しない 0 該当しない 0

15該当する 該当する 15

Ａ事業者
配点項番・項目 評価の視点

Ｂ事業者（株式会社ＪＴＢ）

事務局採点配点

得点率 57.50% 62.60%

15

該当しない 0

該当しない 0

該当しない 0

該当する

災害協定活動の評価

一次審査合計（加点項目含む）


